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060010

旅券の
申請・
交付事
務の市
町村へ
の権限
委譲

・市町村
等によ
る旅券
の申請・
交付で
あれば
旅券法
第２１条
の３
・市町村
等によ
る旅券
の申請・
交付の
代行で
あれば
旅券法
第２１条
の４

・旅券法において
都道府県が処理
することとされてい
る事務は、旅券法
第２１条の３によ
り、地方自治法第
２条第９項第１号
に規定する第１号
法定受託事務とし
ている。
・旅券法第２１条の
３に規定する事務
及び第２１条の２
の規定により都道
府県が処理される
こととされる事務に
ついては、同法第
２１条の４により、
地方自治法第２５
２条の１４及び第２
５２条の１７の２の
適用を除外してい
る。

Ｃ Ⅰ

旅券事務を
将来的に市
町村委託す
ることについ
ては、調査、
検討を行って
いるが、現時
点での対応
は困難であ
る。

現時点での対応が
困難である理由を明
らかにされたい。ま
た、地域再生の推進
のため権限委譲は
重要であることか
ら、これを踏まえ本
提案が実現できな
いか。併せて、右の
提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し
回答されたい。

    旅券事務を将来的に市
町村委託することについて
は、調査、検討を行っている
とあるが、第2次募集に係る
検討要請回答への提案主
体等からの意見に対する回
答の中で、「２７都道府県、
26市町村への見解を聴取
し、現時点において、都道府
県、市町側からは要望及び
必要性が認められなかっ
た」とあり、今回は別物の調
査と考えられ具体的な調
査、検討状況を明示願いま
す。

Ｃ Ⅰ

１．旅券は自国民の海外渡航を実現するためにその者の国籍と身分を公証する文書であり、
適正な発給と旅券名義人のみによる適正な行使により、その国際的信用を維持し得る文書で
ある。しかしながら、最近の１０年余り、特にアジア系外国人による日本旅券の不正取得・不
正行使により日本旅券の対外信用は大きく傷ついてきており、旅券発給事務の厳正化等によ
る旅券秩序の回復が急務となっている。この旅券秩序の回復がなければ現在享有している日
本旅券所持による６３カ国との査証免除が影響をうけることとなり、その失われる国家的損失
は図りがたいものがある。
２．昨今、米国のＵＳ－ＶＩＳＴプログラムをはじめとしてバイオメトリクス旅券への対応が求めら
れている（因みに現在アジアで米国との査証免除を維持しているのは我が国のほかシンガ
ポールとブルネイの２カ国のみ）。そのような状況下にあっていかにして厳格な本人確認及び
不正取得・使用を防止するかが国際的な課題となっている。その状況下にあって、現行旅券
管理システムへのアクセスを通じて居住確認をはじめとする本人確認事務という広域行政及
び海外渡航者数が減少する中にあって手数料収入による費用対効果の面から旅券事務を実
施できる最小単位は都道府県が限界であるとの考えである。
３．現行の住基ネット及びハガキを利用した居住確認、戸籍謄（抄）本による国籍等の確認事
務において、単なる書類の提出による事実行為の確認事務であれば能力的に市町村におい
ても一見可能であるやに思われがちであるが、実際にはＭＲＰ作成機及び過去の旅券取得情
報がインプットされた外務省旅券管理システムが配備されていなければ事実上作成や確認事
務を行うことはできず単なる書類の取り次ぎのみとなり何ら意味をなさない。従って、これら設
備・通信体制の整備及び職員の訓練・研修等の拡充等を図ることが必要となるが、一部を市
町村に委託した場合にはこれらを確保することは大変非効率的であるとの理由である。
４．さらに、過誤旅券等が発生した場合には、市町村という別組織への委譲がなされた場合に
はこの責任関係が分断され、結局その責任は都道府県が負うこととなることや市町村委譲に
よるメリットは当該市町村のみに限られ、近隣の市町村にとってはかえってデメリットとなること
や取り次ぎ機関が増えることにより行政手続法上の標準処理期間が当然延長されるとの問題
も生じる。

貴省の回答によれば「本年３月から導入予定となって
いる２４時間どこからでも申請が行えるオンライン申請
についての普及状況結果に期待しているところ」とある
が、これによって当該市民の利便性がどの程度向上す
るのか回答されたい。
尚、提案者は外国人登録者数が多いことのみをもっ
て、邦人の海外渡航の機会が多いとしたのではない。
提案者の要望の目的は、合併予定の3市が埼玉県南
部の中心的な都市としての役割を果たす中で当該市
民の旅券の取得・更新にかかる負担を軽減するためで
あり、当室としてはどうすれば提案を実現できるかとい
う観点で、①貴省が「措置の概要（対応策）」において
「現時点での対応が困難である」と回答された理由を
明らかにする、②地域再生の推進のため権限委譲は
重要であること、③提案主体の意見も踏まえ再度検討
する必要があること、の理由から再検討要請を行った
ものである。貴省の回答では「旅券事務を実施できる
最小単位は都道府県が限界であるとの考えである」と
あるが、適切な規模と体制を備え、都道府県との適切
な分担ができる市町村であれば旅券事務を移譲しても
良いのでないか。「市町村への委譲を含めた広範囲で
の旅券発給体制が妥当なものか否か目下検討してい
るところ」とあり、その検討に当たっては権限の移譲を
要望する市町村の要望もふまえられたい。

Ｃ Ｉ

1.オンライン申請によって、現行の国
内旅券手続きは、都道府県の旅券事
務所に申請時と交付時の２回出頭を
求めているが、オンライン化の実施に
より交付時のみの出頭とすることがで
きることや２４時間３６５日どこからでも
申請が可能となる。更に適切な入力
支援ソフトの活用により書き落としや
書き損じなどの錯誤を軽減できる。
2.旅券事務の市町村への再委託につ
いては、今通常国会に旅券法第２１条
の４の削除を内容とする議員立法が
提出予定であり、都道府県との協議を
経て市町村による旅券事務に道が開
かれる見通しである。

1032010
川口
市

旅券申
請受付・
交付事
務特区

旅券の
申請・
交付事
務の市
町村へ
の権限
委譲

現行、県が
扱っている
旅券発行事
務のうち、申
請事務と交
付事務につ
いては、右
にそれぞれ
記載したよう
な一定要件
を満たす市
町村に対し
て権限委譲
する。

旅券の発給業務にかかる事務の
手順では、電話相談から各種審
査を経て本人確認の後に交付さ
れることとなっている。今回、３市
が考えている業務内容は、県のさ
いたま市大宮区パスポートセン
ター以外のパスポートセンターと
同等な役割を平成１８年４月以降
に完成が予定されている (仮称)
川口駅前行政センターの行政窓
口で取扱うことになれば、３市の
市民はさいたま市大宮区まで赴
かずに済むし、戸籍等の取得と併
せ、ワンストップサービスの実施
ができる。当然ながら、県や地元
警察署と充分な連携をとり、事務
専従者もしかるべき研修を受けた
者を配置し、厳格な本人確認、不
正取得の防止を図るとともに、発
給事務の均一性を確保するため、
一定の設備・通信体制の整備や
職員の研修・訓練、又、県との密
接な連携により発給事務の非効
率化の回避を行う。

５．なお、特区構想・プロジェクト内容記述中、外国人人口が多いことから邦人の海外渡航の
機会が多いとの記述があるが、これは提案主体の意見として論理の飛躍であり合理的根拠に
欠けると考えられるところ、特区推進室としての再検討要請の理由等を参考までに承知した
い。

　現在、外務省ではバイオメトリクス旅券開発を含めた平成１７年通常国会へ旅券法改正案
提出へ向け作業中であるところ、その過程において、昨年７月以降各都道府県における手数
料収入による事務経費調査、外部委託調査による今後１０年の旅券発給推定調査及び諸外
国における旅券発給体制を含めた法体制等の調査を行ってきている。事務経費調査結果に
おいては、各都道府県とも米国同時多発テロ以降の旅券の発給数減少に伴って事務経費は
赤字となっていること、旅券発給推定調査においては平成１７年度後半以降になれば１０年旅
券導入後の切替えによる増加が見込まれること。諸外国における旅券制度については目下と
りまとめ中であるも、国際的にはバイオメトリクス情報（生体情報）を搭載した旅券の導入が主
要国で検討され始めつつあり、また高度な偽変造技術を施した上での旅券の集中作成方式も
導入されつつある傾向であり、これら国際的動向等を踏まえた上で果たして市町村への委譲
を含めた広範囲での旅券発給体制が妥当なものか否か目下検討しているところである。ま
た、本年３月から導入予定となっている２４時間どこからでも申請が行えるオンライン申請につ
いての普及状況結果に期待しているところである。

060020

入国査
証手数
料の免
除

外務省
設置法
４条１３
号

査証を取得する際
には査証手数料が
必要

B

万博見学者
の短期滞在
査証手数料
の免除（必要
に応じて関係
省庁と協議
する予定）

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

外国人団体旅行客で、旅行会社が
代理申請する場合に限定すれば、
万博会場を含めた特区対象地域内
への来訪を旅行会社の示す行程表
で確認することができるので、万博
来場者に限定せず特区対象地域
への来訪者について入国査証手数
料を免除するようご検討いただきた
い。

B Ⅳ
万博見学者の短期滞在査証手数料を免除することにより、万博を契機とする外
国人の入国促進に役立つ。他方、万博非見学者についてまで査証手数料免除
を実施することは手数料徴収の趣旨に鑑み困難。

当該措置の実施の時期につき明らかにされた
い。 Ｂ Ⅳ

万博の開催時期が２００５年３月より９
月であることに鑑み、２００５年３月以
前のなるべく早期に実施する方向で
検討中。

1016040
愛知
県

歓迎！
愛知万
博特区

入国査
証手数
料の免
除

愛知万博を
見学する外
国人の団体
観光客が入
国査証を取
得する場合
に領事官に
納付すること
とされている
手数料につ
いて、愛知
万博開催期
間中に限り、
免除する。

外国人が日本へ入国するための
入国査証を取得する際に領事官
に納付する手数料を免除すること
により、愛知万博への外国人観光
客の増加を図る。

060030

入国査
証発給
手続の
簡素化

外務省
設置法
４条１３
号

短期滞在査証の
取得が必要

Ｃ

万博関係の
手続簡素化
は査証手数
料免除の方
向で検討中

提案は手続きの簡
素化を要望するもの
であり、査証手数料
の免除ではない。査
証手数料の免除と
あわせ提案を実現
できないか。併せ
て、右の提案主体の
意見も踏まえ、再度
検討し回答された
い。

中国からの団体旅行客の場合、出
発地からの添乗員のほか日本側で
用意する日本人の通訳ガイドがス
ルーで同行することになっている。
台湾・韓国・香港からの団体旅行客
の場合にも出発地から添乗員が同
行するのが一般的である。このよう
に添乗員が同行し、旅行客の不法
滞在化の危険の少ないツアー（万
博の見学又は特区対象地域への
来訪を含む。）については、旅行会
社が入国査証の代理申請を行う場
合に限って預金残高の証明、在職
証明、在校証明等の提出を省略す
ることをご検討いただきたい。なお
提出書類の省略が不可の場合、万
博会場等特区地域への来訪を含む
ツアー参加者にかかる入国査証取
得手続きの優先処理についてご検
討いただきたい。また問題のない
国・地域については、入国査証の
免除を検討していただきたい。

Ｃ

短期滞在査証については、すでに可能な限り簡素化、迅速化されており、これ
以上の簡素化は不法滞在、不法就労、犯罪防止の観点から困難である。また、
短期滞在査証は問題ない限り、韓国、台湾、香港など１日で発給するなどできる
限り迅速に発給している。なお、査証免除については、不法就労、不法滞在、犯
罪などの点で問題がない場合にはこれまで順次拡大してきており、今後もこれ
まで通り検討を続けていく予定である。

検討の内容につき明らかにされたい。 C

我が国とアジア諸国との人的交流促
進の観点から、本年３月１日より韓国
人修学旅行生に対する査証免除を実
施する他、４月１日より、香港ＳＡＲ旅
券及び英国ＢＮＯ旅券所持者（香港居
住権者）に対する査証免除措置を実
施することとした。その他の査証免除
措置の導入についても、今後不法滞
在や不法就労、犯罪などの諸要素を
考慮しつつ順次検討していく。韓国
人、台湾人については、本人性確認
等のため在職・在学証明書又は身分
証が必要であるが、銀行残高証明書
は原則として求めていない。本人性確
認等のため、一定の提出書類が必要
であることは理解願いたい。

1016050 愛知
県

歓迎！
愛知万
博特区

入国査
証の発
給手続
の簡素
化

愛知万博を
見学する外
国人の団体
観光客が入
国査証を取
得する場合
に、愛知万
博開催期間
中に限り、入
国査証の発
給手続きを
簡素化す
る。

外国人が日本へ入国するための
入国査証を取得する際の発給手
続きを簡素化することで、愛知万
博の外国人観光客の拡大を図
る。
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060040

短期滞
在査証
取得手
続きの
簡素化
迅速化

外務省
設置法
４条１３
号

短期滞在査証の
取得が必要

Ｄ
－
１

ＩＴ技術者に
ついては数
次査証取得
手続簡素化
を進めている

提案は当該地区の
IT企業と商談等で行
き来の多い国・地域
の外国人について
短期滞在査証取得
の手続きの簡素化
迅速化を要望するも
のである。これにつ
いて実現できるか再
度検討し回答された
い。
また、現在進めてい
るIT技術者に対する
措置について内容を
明らかにされたい。

B Ⅳ
ＩＴ技術者を含めたビジネスマンについて数次短期滞在査証を現地公館限りで発
給できるようにする方向で検討中。

当該措置の内容、実施の時期につき明らかに
されたい。 Ｂ Ⅳ

インド人ＩＴ技術者について、在外公館
限りで数次査証を発給できるために申
請人に必要とされる在職年数要件を5
年から1年に緩和する。また、インドの
在外公館が所在する各都市に所在す
る日系企業商工会会員たる日系企業
であり、かつ本邦に経営基盤若しくは
連絡先を有する企業（日系企業には
駐在員事務所を含む）のビジネスマン
について、在外公館限りで数次査証を
発給できるようにする（平成１６年度中
措置）。

1121020
横浜
市

国際ＩＴビ
ジネス交
流特区

短期滞
在査証
取得手
続きの
簡素化
迅速化

現行制度で
は、査証免
除対象諸国
人以外の外
国人に対し
て査証を要
求している
が、当該地
区のIT企業
と商談等で
行き来の多
い国・地域
の外国人に
ついても短
期滞在査証
取得の手続
きを簡素化
迅速化す
る。（韓国、
中国、インド
等）

当該地区に立地するIT企業と海
外との取引等を円滑化し、国際的
なＩＴビジネス拠点化を推進する。

060050

中国か
らの修
学旅行
生に対
して査
証申請
時の添
付書類
省略

外務省
設置法
４条１３
号

短期滞在査証の
取得においては戸
口簿の提出が必
要

D
-1

中国国民団
体観光旅行
において、北
京、広東省出
身者につい
ては戸口簿
の提出を求
めていない。

提案者の要望は、
中国国民団体観光
旅行における、北
京、広東省出身者に
ついてではなく、中
国からの修学旅行
生について、戸口簿
の提出を省略するこ
とである。これにつ
いて再度検討し回
答されたい。
併せて、右の提案主
体の意見も踏まえ、
再度検討し回答され
たい。

中国国民団体観光旅行に
おいて、北京、広東省出身
者についてのみ戸口簿の提
出を求めていない理由は何
か。その対象を拡大し、上
海からの旅行者も対象にで
きないか。

D-1
↓
C

不法滞在や不法就労、犯罪防止等の観点から、提出書類の簡素化も段階的に
実施していくことが必要なところ、まずは現状に加え、上海からの修学旅行生に
対する戸口簿の提出の省略の可能性を検討することとしたい。

1102010

小田
原市、
箱根
町、真
鶴町、
湯河
原町

西さがみ
連邦共
和国中
国人修
学旅行
特区

中国か
らの修
学旅行
生に対
して査
証申請
時の添
付書類
省略

 査証事務処
理規則に定
められてい
る査証申請
時の添付書
類のうち、中
国からの修
学旅行生に
限り戸口簿
を省略する。

中国人観光客誘致の一環として、
身元が特定・確認できる修学旅行
生については、査証申請時の添
付書類から戸口簿を省略すること
により、当該地への渡航を促進す
る。

060060

短期滞
在査証
の発給
手続の
簡素化

外務省
設置法
４条１３
号

短期滞在査証の
取得が必要 Ｃ

特区に限定
した査証免除
の実施は困
難

実施が困難とした理
由を明らかにされた
い。
併せて、右の提案主
体の意見も踏まえ、
再度検討し回答され
たい。

○対馬は、韓国から約５０ｋｍしか
離れておらず、韓国から一番近い
外国の島であるため、韓国人観光
客が年々増加しており、外国人向
けのホテル、施設等の整備が進ん
でいる。
○韓国の旅行会社から、対馬が査
証免除地になると、さらに観光客が
増加するという話を聞いている。
○対馬は、今年３月１日に６町が合
併し対馬市となるが、市の主力産
業の一つとして観光業（特に韓国人
観光客中心）を置いている。
○昨年１１月に「しま交流人口拡大
特区」で、修学旅行生及び団体観
光客に対し、それぞれ査証申請時
の申請書類の簡素化の認定を受け
た。
○今年３月１日から「韓国人の修学
旅行生」に対し査証が免除される。
さらに「教師引率による児童・生徒
の旅行」にも対象を広げることを検
討していると聞いている。
○このように、査証免除の方向に
進んでいるが、さらに対馬という地
理的条件等を鑑み、対馬を韓国人
観光客の査証免除実験地として実
施することで、将来の韓国人査証
免除の問題点等の検証を行っても
らいたい。

Ｃ
我が国に入国した外国人は自由に日本国内を移動できるため、査証免除措置
については全国レベルで実施すべきである。

地方公共団体の適切な関与により、特定の国
や目的により、査証免除措置がとれないか、再
度検討し回答されたい。

C

査証免除は出入国管理、治安対策等
の観点から、現状では慎重な検討が
必要。また、地方自治体の関与には
限度がある（自治体が当該自治体か
ら他地域への外国人の移動を実効的
に規制することは困難と考えられる）
ため、査証免除措置は全国規模で行
うことが適切であり、これまで全国規
模での査証免除措置実施に向けて努
力してきている。今般、我が国とアジア
諸国との人的交流促進の観点から、
本年３月１日より韓国人修学旅行生に
対する査証免除を実施する他、４月１
日より香港ＳＡＲ旅券及び英国ＢＮＯ
旅券所持者（香港居住権者）に対する
査証免除措置を導入することとした。
今後も、不法滞在や不法就労、犯罪
等の動向を考慮しつつ、全国規模で
の査証免除措置の導入に向けて努力
する予定。

2013010
長崎
県

しま交流
人口拡
大特区

短期滞
在査証
の発給
手続の
簡素化

韓国人につ
いては、出
入国管理及
び難民認定
法第６条第１
項本文によ
り、日本への
入国に際し
ては査証を
所持しなけ
ればならな
いとなってい
るが、対馬を
訪れる韓国
人観光客に
対しては、特
例として短
期滞在査証
を免除する。

韓国との国境の島「対馬」におい
て、韓国人観光客のノービザ化に
よる観光客増加と雇用創出等へ
の効果や不法就労等の問題点の
検証を行う実験を、特区として実
施することを要望する。

060070

外国人
事業者
等の数
次査証
発給要
件の緩
和

外務省
設置法
４条１３
号

特別の必要がある
と認めるときは本
省経伺の上数次
査証の発給ができ
る

Ｄ
－
１

ビジネスマン
の数次査証
発給対象拡
大について
は順次実施
しており、現
行制度にお
いて対応が
可能。

提案は、自治体、あ
るいは官民で構成
する外国企業進出
支援組織が身元保
証する外国人事業
者等の数次査証発
給を容易化すること
であり、この要望は
現行制度で対応で
きると解してよい
か。
併せて、右の提案主
体の意見も踏まえ、
再度検討し回答され
たい。

　数次査証発給要件である「特別
の必要」とは、査証申請人が頻
繁に訪日する確実な予定があ
り、かつ個別に査証申請していた
のでは支障が生ずるなど、数次
査証の発給を受ける必要性があ
ることを指すものと思われる。
　本提案は、外国、特に中国、韓
国などのアジアの中小企業及び
ベンチャー企業を対象にしたもの
であり、かつ本特区が目標のひ
とつとして掲げるＩＴ、バイオ、ナノ
テク等の分野でのビジネス交流
を促進するために導入したい緩
和措置である。
　実際、日本への投資を目的に
外国人事業者が市場への参入
可能性調査、コスト分析、立地場
所の選定、立地する前のビジネ
ス環境整備（パートナー探し、具
体的な商談など）などで入出国を
繰り返す場合に、その都度、査
証の申請を行っていては、それ
だけで投資を検討する際の精神
的な障害（苦痛）となり、対内投
資促進の障害の１つともなってい
る。

　また、自治体等が開催する
商談会をきっかけに具体的な
商談が継続的に行われる場
合、相手企業からのオファー
に応じて早急に対応すべき事
態も多く、本邦企業との具体
的な取引を検討する段階で、
毎回の入国にあたっての査証
取得要件が問題視されるケー
スが多い。　一方で、対象企業
の身元と本邦での事業内容を
把握する必要もあるため、公
的機関あるいは公的機関が関
与する組織により調査・身元
保証され、身元が明らかとなっ
た外国企業に限定して「頻繁
に訪日する確実な予定」がなく
とも数次査証を発給できるよう
要件を緩和することにより、国
際ビジネスの促進を図ろうとす
るものである。

B Ⅳ
現在、ビジネスマン一般について数次短期滞在査証の対象拡大を検討中であ
り、このビジネスマンの中には地方自治体が提案する外国人も含まれ得る。

当該措置の内容、実施の時期につき明らかに
されたい。 Ｂ Ⅳ

マレーシア、フィリピン、タイ、インドネ
シア及びパプアニューギニアの在外公
館が所在する各都市に所在する日系
企業商工会会員たる日系企業であ
り、かつ本邦に経営基盤若しくは連絡
先を有する企業（日系企業には駐在
員事務所を含む）のビジネスマンにつ
いて、在外公館限りで数次査証を発
給できるようにする（平成１６年度中措
置）。

2008010
福岡
県、福
岡市

福岡アジ
アビジネ
ス特区

外国人
事業者
等の数
次査証
発給の
容易化

自治体、あ
るいは官民
で構成する
外国企業進
出支援組織
が身元保証
する外国人
事業者等の
数次査証発
給を容易化
する。

県、市、またはこれらの行政機関
と商工会議所等の経済団体によ
り構成される外国企業進出支援
組織が、招聘対象の外国企業に
ついて事前に調査・身元保証を行
うことにより、当該外国企業に対し
て数次査証を当初より発給するこ
ととし、特区内で商談や市場調
査、会社設立準備などを行うため
の入出国を遅滞なく必要に応じて
できるよう支援する。
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外務省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対
応策)

各府省庁からの回答に
対する構造改革特区
推進室からの再検討

要請

提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直

し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室
からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ

ジェクトの
名称

規制の
特例事
項（事
項名）

規制の特例事
項の内容 具体的事業の実施内容

060080

一定の
要件を
満たす
場合の
「観光
マルチ
ビザ」
の創設

外務省
設置法
４条１３
号

特別の必要がある
と認めるときは本
省経伺の上数次
査証の発給ができ
る

Ｄ
－
１

訪日観光客
の多数を占
める韓国人、
台湾人につ
いてすでに５
年有効数次
査証を発給し
ている。

提案は、主として近
隣アジア諸国の外
国人のうち地方公共
団体やコンベンショ
ン協会により創設す
る観光エージェント
資格認定制度の資
格者について５年有
効数次査証の発給
を求めるものであ
る。これについて、
要望が実現できる
のか回答されたい。

D-1
韓国人、台湾人についてはすでに５年有効数次査証を発給しており、これ以外
の外国人についても、「特別の必要」がある場合には、５年有効の数次査証の
発給を行うことが現行制度上でも可能である。

3114010

熊本
経済
同友
会

外国人
観光客
を優先
的に熊
本（九
州）に誘
客するプ
ロジェク
ト

一定の
要件を
満たす
場合の
「観光
マルチ
ビザ」
の創設

地方公共団体
やコンベンショ
ン協会による
観光エージェン
ト資格認定制
度（日本語で
のコミュニケー
ションをはじ
め、地域の自
然や歴史・文
化、観光資源
等を理解し、母
国からの観光
客を反復的に
熊本（九州）に
誘客できるよう
な人材を認定
するもの。）を
創設するととも
に、当該資格
の認定者に限
定し数次査証
の有効期限を
５年とするビザ
発給の特例を
導入する。

主として近隣アジア諸国の外国人
旅行者を優先的に熊本（九州）に
誘客するため、地方公共団体等
による資格認定制度によって当該
地域に誘客する外国人観光エー
ジェントについて、「観光マルチビ
ザ」を創設することで、外国人観
光エージェントを核とした持続的な
ツアーを展開できる。
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